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(57)【要約】
【課題】　未溶融物の流出を防止してスラグの抜き出し
の際にスラグがスラグ樋から溢れることのないスラグタ
ップ方法及びスラグホール構造並びに溶融炉の操業方法
を提供する。
【解決手段】　スラグ蓋30には所定箇所にスラグ6を抜
き出すスラグタップ孔35が穿設されると共に、湯止め粘
土36が充填されている。そして、被処理物3,4を装入（S
11）して加熱溶融（S12）し、スラグ6の湯面レベルが所
定の位置まで上昇したらスラグタップ孔35を開口してス
ラグ6を抜き出し、スラグ6の湯面レベルが所定の位置ま
で下降したらスラグタップ孔35を再び閉塞（S13）する
。そして、次に処理すべき被処理物3，4を溶融炉1内に
装入（S11）し、これを適宜に繰り返す。その後、スラ
グ6をゴタ層7との境界面近くまで抜き出してスラグ蓋30
を開いてスラグホール20を開口（S1）し、スラグホール
20からゴタ層7を炉外に掻き出す（S15）。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶融炉内に装入された被処理物を加熱溶融することにより生成された溶融物を湯溜まり
部においてマットとスラグに分離し、得られたスラグを炉外に抜き出すためのスラグタッ
プ方法において、
　前記溶融炉の炉壁に形成されたスラグホールを開閉可能に閉塞するスラグ蓋に前記スラ
グを抜き出すためのスラグタップ孔を設けると共に、当該スラグタップ孔には前記スラグ
の流出を阻止する湯止め粘土を充填し、前記スラグの湯面レベルが所定の位置まで上昇し
たら、前記湯止め粘土を除去することにより、前記スラグタップ孔から前記スラグを抜き
出すことを特徴とするスラグタップ方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のスラグタップ方法において、
　前記スラグタップ孔からのスラグの抜き出しは、前記スラグの湯面レベルが前記スラグ
タップ孔よりも高く位置している状態で終了することを特徴とするスラグタップ方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のスラグタップ方法において、
　前記スラグタップ孔から前記スラグを当該スラグ層の下に形成されるマットとスラグの
中間相であるゴタ層との境界面近くまで抜き出し、その後、前記スラグ蓋を開き、開口し
た前記スラグホールからゴタ層を炉外に掻き出す工程をさらに含み構成されたことを特徴
とするスラグタップ方法。
【請求項４】
　溶融炉内に装入された被処理物を加熱溶融することにより生成された溶融物を湯溜まり
部においてマットとスラグに分離し、得られた前記スラグを炉外に抜き出すためのスラグ
ホール構造において、
　前記溶融炉の炉壁に設けられたスラグホールを閉塞しているスラグ蓋を備え、
　前記スラグ蓋には、所定箇所にスラグを抜き出すためのスラグタップ孔が穿設されると
共に、操業中はスラグの流出を阻止し、スラグタップを行う場合には除去される湯止め粘
土が充填されていることを特徴とするスラグホール構造。
【請求項５】
　請求項４に記載のスラグホール構造において、
　前記スラグ蓋は、
　耐熱性の不定形耐火物によって形成された本体と、
　前記本体を保持し、ハンドクレーンなどの移動装置によって把持されるガイドが設けら
れた保持体と、
　を備えていることを特徴とするスラグホール構造。
【請求項６】
　溶融炉内に装入された被処理物を加熱溶融することにより生成された溶融物を湯溜まり
部においてマットとスラグに分離し、得られた前記スラグを炉外に抜き出す溶融炉の操業
方法において、
　前記溶融炉内に装入された前記被処理物を加熱溶融し、前記スラグの湯面レベルが所定
の位置まで上昇するまで操業を行う溶融処理工程と、
　前記スラグの湯面レベルが所定の高さまで上昇したら、前記溶融炉の炉壁に設けられた
スラグホールを閉塞しているスラグ蓋に設けられた前記スラグを抜き出すためのスラグタ
ップ孔に充填された湯止め粘土を除去して前記スラグタップ孔を開口し、開口された前記
スラグタップ孔からスラグを抜き出し、前記スラグの湯面レベルが予め設定された所定の
位置まで下降したら前記スラグタップ孔を再び湯止め粘土を充填して閉塞するスラグタッ
プ工程と、
　次に処理すべき被処理物を溶融炉内に装入する被処理物装入工程と、
　を含み構成され、必要に応じて前記各工程を適宜に繰り返すことを特徴とする溶融炉の
操業方法。
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【請求項７】
　請求項６に記載の溶融炉の操業方法において、
　前記スラグタップ孔を介して前記スラグを当該スラグ層の下に形成されるマットとスラ
グの中間相であるゴタ層との境界面近くまで抜き出して前記スラグ蓋を開き、前記スラグ
ホールを開口してするスラグホール開口工程と、
　開口した前記スラグホールから前記ゴタ層を炉外に掻き出すゴタ層掻き出し工程と、
　をさらに含み構成されたことを特徴とする溶融炉の操業方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スラグタップ方法及びスラグホール構造並びに溶融炉の操業方法に関し、さ
らに詳しくは、溶融炉内に装入された被処理物を加熱溶融することにより生成された溶融
物を湯溜まり部においてマットとスラグに分離し、得られたスラグを炉外に抜き出すスラ
グタップ方法及びスラグホール構造並びに溶融炉の操業方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　産業廃棄物処理の一つとして溶融炉による溶融処理がある。例えば、特許文献１に示さ
れた産業廃棄物の溶融処理法は、産業廃棄物を溶融炉に装入し、生成した溶融物を湯溜り
部において比重差によりスラグとマットに分離し、マットに含まれる有価金属を回収する
というものである。溶融処理される産業廃棄物は、例えば、汚泥、鉱滓、燃え殻、プリン
ト基板、パット屑、廃触媒、金属屑、廃ショット、研削屑、ダスト等である。ここで、「
汚泥」は「脱水汚泥」、「めっき汚泥」、「研磨汚泥」、「下水汚泥」等であり、「脱水
汚泥は」Ｃａ、Ｆｅ等を主成分としたものである。「めっき汚泥」はＣｕ、Ｆｅ、Ｓ、Ｃ
ａ等を主成分とし、「燃え殻」は焼却残渣等である。「プリント基板」はＣｕとプラスチ
ックを含んでおり、「鉱滓」はＡｌ２Ｏ３粉等であり、「パット屑」はブレーキパッド等
である。「廃ショット」はショットブラスト用投射粒等の廃材である。「ダスト」は煤塵
である。
【０００３】
　これらの産業廃棄物が有価金属を含有する場合は硫化鉄を添加してマットを生成し、有
価金属をマット中に捕捉することができる。すなわち、溶融炉内に装入された産業廃棄物
を炉側壁に設けられたバーナによって加熱すると産業廃棄物は溶融物となって下流側に設
けられた湯溜り部に流れ込み、比重差によってマットとスラグに分離される。マットとス
ラグが十分に分離されたらこれらを溶融炉外へ適宜排出する。そして、さらに産業物廃棄
物を追加投入し、以降この操作を繰り返すことにより産業廃棄物の溶融処理が行われる。
【０００４】
　一方、特許文献２では、アスベストを主とする産業廃棄物を無害化処理する産業廃棄物
溶融処理設備及び産業廃棄物溶融処理方法が開示されている。すなわち、産業廃棄物を溶
融処理することにより生成された溶融物中にアスベストを主とする産業廃棄物を投入する
ことによって加熱処理を行い、アスベストの無害化を行うというものである。
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２０４８２６号公報
【特許文献２】特開２００７－３０１５４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の溶融炉からのスラグの抜き出し（スラグタップ）は、炉壁に設けられたスラグホ
ールからスラグをオーバーフローさせ、オーバーフローさせたスラグを、スラグ樋を介し
て炉外へ排出している。しかし、処理すべき産業廃棄物やアスベストを含む産業廃棄物が
十分に加熱溶融されない場合には未溶融物（溶け残り）が溶融物の表面に浮いた状態とな
り、この未溶融物がスラグホールから流出してスラグ樋を塞いで、スラグの流れを遮るた
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め、スラグ樋からスラグが溢れそうになるという問題があった。排出中のスラグは１３０
０～１５００℃の高温であるため、スラグがスラグ樋から溢れて周囲に流出すると人体に
接触するリスクが増えるため安全上も問題が大きい。実際には未溶融物をそのまま炉外へ
流出させることはできないため、アスベストを含む産業廃棄物を完全に溶融させるために
は装入量を抑制しなければならないという問題があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、未溶融物の流出を防止してスラグの抜き出しの際にスラグがスラグ
樋から溢れることなくスラグを排出することを可能とするスラグタップ方法及びスラグホ
ール構造並びに溶融炉の操業方法を提供することを目的とする。
【０００８】
　また、本発明は、未溶融物の発生を抑制することが可能な、スラグタップ方法及びスラ
グホール構造並びに溶融炉の操業方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために請求項１に記載の本発明は、溶融炉内に装入された被処理物
を加熱溶融することにより生成された溶融物を湯溜まり部においてマットとスラグに分離
し、得られたスラグを炉外に抜き出すためのスラグタップ方法において、前記溶融炉の炉
壁に形成されたスラグホールを開閉可能に閉塞するスラグ蓋に前記スラグを抜き出すため
のスラグタップ孔を設けると共に、当該スラグタップ孔には前記スラグの流出を阻止する
湯止め粘土を充填し、前記スラグの湯面レベルが所定の位置まで上昇したら、前記湯止め
粘土を除去することにより、前記スラグタップ孔から前記スラグを抜き出すことを特徴と
する。
【００１０】
　上記課題を解決するために請求項２に記載の本発明は、請求項１に記載のスラグタップ
方法において、前記スラグタップ孔からのスラグの抜き出しは、前記スラグの湯面レベル
が前記スラグタップ孔よりも高く位置している状態で終了することを特徴とする。
【００１１】
　上記課題を解決するために請求項３に記載の本発明は、請求項１又は２に記載のスラグ
タップ方法において、前記スラグタップ孔から前記スラグを当該スラグ層の下に形成され
るマットとスラグの中間相であるゴタ層との境界面近くまで抜き出し、その後、前記スラ
グ蓋を開き、開口した前記スラグホールからゴタ層を炉外に掻き出す工程をさらに含み構
成されたことを特徴とする。
【００１２】
　上記課題を解決するために請求項４に記載の本発明は、溶融炉内に装入された被処理物
を加熱溶融することにより生成された溶融物を湯溜まり部においてマットとスラグに分離
し、得られた前記スラグを炉外に抜き出すためのスラグホール構造において、前記溶融炉
の炉壁に設けられたスラグホールを閉塞しているスラグ蓋を備え、前記スラグ蓋には、所
定箇所にスラグを抜き出すためのスラグタップ孔が穿設されると共に、操業中はスラグの
流出を阻止し、スラグタップを行う場合には除去される湯止め粘土が充填されていること
を特徴とするスラグホール構造を提供する。
【００１３】
　上記課題を解決するために請求項５に記載の本発明は、請求項４に記載のスラグホール
構造において、前記スラグ蓋は、耐熱性の不定形耐火物によって形成された本体と、ハン
ドクレーンなどの移動装置によって把持されるガイドとを備えていることを特徴とする。
【００１４】
　上記課題を解決するために請求項６に記載の本発明は、溶融炉内に装入された被処理物
を加熱溶融することにより生成された溶融物を湯溜まり部においてマットとスラグに分離
し、得られた前記スラグを炉外に抜き出す溶融炉の操業方法において、前記溶融炉内に装
入された前記被処理物を加熱溶融し、前記スラグの湯面レベルが所定の位置まで上昇する
まで操業を行う溶融処理工程と、前記スラグの湯面レベルが所定の高さまで上昇したら、
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前記溶融炉の炉壁に設けられたスラグホールを閉塞しているスラグ蓋に設けられた前記ス
ラグを抜き出すためのスラグタップ孔に充填された湯止め粘土を除去して前記スラグタッ
プ孔を開口し、開口された前記スラグタップ孔からスラグを抜き出し、前記スラグの湯面
レベルが予め設定された所定の位置まで下降したら前記スラグタップ孔を再び湯止め粘土
を充填して閉塞するスラグタップ工程と、次に処理すべき被処理物を溶融炉内に装入する
被処理物装入工程とを含み構成され、必要に応じて前記各工程を適宜に繰り返すことを特
徴とする。
【００１５】
　上記課題を解決するために請求項７に記載の本発明は、請求項６に記載の溶融炉の操業
方法において、前記スラグタップ孔を介して前記スラグを当該スラグ層の下に形成される
マットとスラグの中間相であるゴタ層との境界面近くまで抜き出して前記スラグ蓋を開き
、前記スラグホールを開口してするスラグホール開口工程と、開口した前記スラグホール
から前記ゴタ層を炉外に掻き出すゴタ層掻き出し工程とをさらに含み構成されたことを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係るスラグタップ方法及びスラグホール構造並びに溶融炉の操業方法によれば
、従来のようなスラグの抜き出しをオーバーフロー式ではなく、スラグの湯面レベルより
も下側から抜き出すこととしたので未溶融物の流出が防止されるという効果がある。その
結果、スラグ排出時におけるスラグがスラグ樋から溢れるという危険を回避することがで
きる。
【００１７】
　また、本発明に係るスラグタップ方法及びスラグホール構造並びに溶融炉の操業方法に
よれば、スラグの湯面レベルよりも下側から抜き出すこととしたのでスラグの湯面レベル
に浮遊する未溶融物は溶融炉内に長く滞留することになり、その結果、未溶融物も十分に
加熱されて溶融状態とすることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係るスラグホール構造を備えた溶融炉の概要を示す断面図である。
【図２】溶融炉のスラグホールの近傍を示す拡大断面図である。
【図３】スラグ蓋を閉塞した状態を示す側面断面図である。
【図４】スラグホールの一実施形態を示す正面図である。
【図５】（ａ）はスラグ蓋の正面図、（ｂ）はその側面図、（ｃ）はその背面図である。
【図６】本発明に係るスラグタップ方法の一実施形態を示すフローチャートである。
【図７】本発明に係る溶融炉の操業方法の一実施形態を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明に係るスラグタップ方法及びスラグホール構造並びに溶融炉の操業方法に
ついて図面を参照しつつ詳細に説明する。初めに、溶融炉の構成について説明する。図１
は本発明に係るスラグホール構造を備えた溶融炉の概要を示す断面図である。
【００２０】
［溶融炉の構成］
　図示された溶融炉１は、横型炉の一つである反射炉を基にして形成されている。溶融炉
１の内側は主として、マグネシア、マグネシア・クロミア等の塩基性の耐熱性レンガ１０
で構築されている。溶融炉１の炉短辺の一端にはバーナ１５が配置されている。バーナ１
５は、例えば、重油や廃油、天然ガス等の燃料を燃焼することによって炉内に向かって長
い焔１６を吹き出して被処理物３を加熱溶融する。溶融炉１のバーナ１５側の上部の両側
には長手方向に沿って被処理物３を炉内に装入するための装入口１１、１１が並んで設け
られている。装入口１１から装入された被処理物３はバーナ１５の焔１６によって直接或
いは天井や内壁に反射した熱により溶融される。装入口１１から溶融炉１内に装入される
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被処理物３としては、例えば、汚泥、鉱滓、燃え殻、プリント基板、パット屑、廃触媒、
金属屑、廃ショット、研削屑、ダスト等の産業廃棄物であるが、これに限定されるもので
はない。
【００２１】
　溶融炉１のバーナ１５が設けられた側とは反対側の炉底部は、被処理物３が装入される
位置の炉底部よりも低く形成された湯溜り部１３となっており、バーナ１５の焔１６によ
って加熱溶融された被処理物３は溶融状態で湯溜り部１３に溜まるようになっている。そ
して、湯溜り部１３に溜まった溶融物は有価金属を含む比重の高いマット５とその上層に
形成されるスラグ６とに分離される。
【００２２】
　一方、湯溜り部１３の上部には投入口１２が設けられており、この投入口１２からアス
ベストを主とする産業廃棄物である被処理物４が投入される。投入口２０の近傍には図示
しない天井バーナが配設されており、炉内投入された被処理物４は、図示しない天井バー
ナによって直接又は炉内壁を反射した熱によってスラグ６中に溶融されることとなる。
【００２３】
　溶融炉１のバーナ１５が設けられた側とは反対側の炉壁にはスラグホール２０が開口さ
れており、スラグホール２０には溶融炉１から抜き出されたスラグの排出を案内するスラ
グ樋２１が隣接して配置されている。また、図２に示すように、溶融炉１のスラグホール
２０が設けられた側の天井部は排気口１７となっており、加熱によって発生した排ガスを
図示しない排ガス処理部へ案内するようになっている。また、スラグホール２０の炉外上
部にはハンドクレーン４０が配置されている。
【００２４】
［スラグホール構造］
　次に、上述した溶融炉１に設けられた本発明に係るスラグホール構造の一実施形態につ
いて説明する。スラグホール２０は、図４に示すように、溶融炉１の炉壁に上部が湾曲し
たアーチ型に開口されており、図２に示すように、炉外側から炉内側に向かって次第に開
口面積が狭くなるようなテーパ状とされている。そして、このスラグホール２０にはスラ
グ蓋３０が開閉自在に配置される。
【００２５】
　スラグ蓋３０は、図５（ａ）～（ｃ）に示すように、スラグホール２０を閉塞するアル
ミナ・クロミア質のキャスタブルによって形成された本体３１と、本体３１を保持してハ
ンドクレーン４０などの移動装置に把持されるガイド３７が設けられた鋼鈑製の保持体３
４を備えて構成されている。保持体３４の頂部にはガイドバー３３が取り付けられており
、ガイドバー３３の両端側をスラグホール２０の上部の炉壁に設けられた図示しない掛止
部に掛止した状態でスラグ蓋３０がスラグホール２０を閉塞することができるようになっ
ている。尚、図３に示すように、本体３１とスラグホール２０の内壁との隙間を埋めるた
めに、本体３１の周囲には羽口粘土３９が充填される。
【００２６】
　また、スラグ蓋３０の所定箇所にはスラグを抜き出すためのスラグタップ孔３５が穿設
されている。スラグタップ孔３５は断面略円形状に形成されているが、これに限定される
ものではなく、例えば角形であってもよい。また、スラグタップ孔３５が設けられる位置
は、少なくとも操業中におけるスラグの湯面レベルよりも下側であって、マットの上面又
はマットとスラグとの間に形成される中間相であるゴタ層の上面よりも上側に位置するよ
うに配置する。例えば、スラグホール２０の下部が湯溜まり部１３の炉底から６００ｍｍ
に位置している場合にはスラグタップ孔３５の中心高さを６３５～６８５ｍｍの間に設け
ることができる。また、スラグタップ孔３５には湯止め粘土３６が充填され、被処理物の
溶融処理中にはスラグが流れ出さないようにスラグタップ孔３５は閉塞されている。そし
て、スラグを排出する場合には湯止め粘土３６をランス等の棒状部材によって除去し、ス
ラグの排出を行う。そして、スラグの排出が終了したら再度スラグタップ孔３５に湯止め
粘土３６を充填し操業を継続する。
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【００２７】
［スラグタップ方法］
　次に、本発明に係るスラグタップ方法について上述したスラグホール構造の作用と共に
説明する。図６は本発明に係るスラグタップ方法の一実施形態のフローチャートである。
【００２８】
　まず、スラグ蓋３０のスラグタップ孔３５に湯止め粘土３６を充填し、スラグホール２
０を閉塞する。スラグホール２０とスラグ蓋３０との隙間には羽口粘土３９を充填し、隙
間を塞ぐ（ステップＳ１）。スラグホール２０をスラグ蓋３０で閉塞したら、溶融炉１内
に被処理物３，４を投入して溶融処理を行う（ステップＳ２）。そして、スラグ６の湯面
レベルが所定の位置まで上昇したら、ランスのような棒状部材で湯止め粘土３６を除去し
てスラグタップ孔３５を開口し、スラグタップ孔３５からスラグ６を抜き出す（ステップ
Ｓ３）。抜き出されたスラグ６はスラグ樋２１を介して排出される。このとき、スラグの
湯面レベルがスラグタップ孔３５よりも高く位置している状態でスラグタップを終了する
。
【００２９】
　スラグ６の湯面がスラグタップ孔３５よりも高い状態でスラグタップを終了するのは、
万一未溶融物９があった場合でもスラグホール２０から排出されることが防止されると共
に、未溶融物９は高温のスラグ６の湯面上に保持された状態となるのでその間に加熱溶融
することができるからである。また湯面レベルがスラグタップ孔３５に近づくにつれてス
ラグの排出勢いが弱まって排出に時間がかかるのを防止するためである。スラグの湯面レ
ベルが所定の高さレベルまで下がったらスラグタップ孔３５に再び湯止め粘土３６を充填
し、次に処理すべき被処理物３，４を溶融炉１内に投入して操業を行う。
【００３０】
　一方、スラグ６とマット５との境界付近には「ゴタ層７」と呼ばれるマットとスラグの
中間相が存在する。このゴタ層７は「ゴタ掻き」と呼ばれるゴタ層の掻き出し作業によっ
てスラグホール２０から溶融炉１の外に排出される。ゴタ層の掻き出しは、被処理物３，
４の溶融処理及びスラグの排出を数回繰り返した毎に１回の割合で行われる。ゴタ層の掻
き出しを行う場合には、スラグ６をゴタ層７の上面近くまで炉外に排出してから行う必要
がある。そのため、ゴタ層の掻き出しを行う場合には、スラグ６をゴタ層７との境界面近
くまで抜き出し、その後、ハンドクレーン４０を用いてスラグ蓋３０を開き、開口したス
ラグホール２０からゴタ層７を炉外に掻き出す（ステップＳ４）。スラグホール２０の開
口は、スラグ蓋３０の保持体３４に設けられたガイド３７をハンドクレーン４０によって
把持し、ガイドバー３３を炉壁に設けられた図示しない掛止部から外すことによって行わ
れる。
【００３１】
［溶融炉の操業方法］
　次に、本発明に係る溶融炉の操業方法について説明する。図７は本発明に係る溶融炉の
操業方法の一実施形態のフローチャートである。本実施形態における溶融炉の操業方法は
、上述したスラグタップ方法を一連の工程としたものである。初めに、被処理物３，４を
溶融炉１内に装入し（ステップＳ１１）、スラグ６の湯面レベルが所定の位置まで上昇す
るまで加熱溶融する（ステップＳ１２）。そして、スラグ６の湯面レベルが所定の高さま
で上昇したら、スラグホール２０を閉塞しているスラグ蓋３０のスラグタップ孔３５に充
填された湯止め粘土３６を除去し、スラグタップ孔３５を開口し、開口されたスラグタッ
プ孔３５からスラグ６を抜き出し、スラグ６の排出により湯面レベルが予め設定された所
定の位置まで下降したらスラグタップ孔３５を再び湯止め粘土３６で閉塞する（ステップ
Ｓ１３）。抜き出されたスラグ６はスラグ樋２１を介して排出される。
【００３２】
　スラグタップ孔３５を閉塞したら、次に処理すべき被処理物３，４をさらに溶融炉１内
に装入して（Ｓ１１）再び溶融処理を行う（Ｓ１２）。そして、必要に応じてこのステッ
プＳ１１からステップＳ１３の操業を適宜に繰り返す。
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　ステップＳ１１からステップＳ１３の操業を繰り返し行うことによってゴタ層７の厚み
が成長したら、次にゴタ層の掻き出しを行う。すなわち、スラグタップ工程（Ｓ１３）に
おいて、スラグタップ孔３５からスラグ６をゴタ層７との境界面近くまで抜き出し、スラ
グ６がゴタ層７との境界面近くまで抜き出されたらハンドクレーン４０を用いてスラグ蓋
３０を開き、スラグホール２５を開口する（ステップＳ１４）。そして、開口されたスラ
グホール２５からゴタ層を溶融炉１外に掻き出してゴタ層７を除去する（ステップＳ１５
）。
【００３４】
　ゴタ層７を除去した後、再びスラグホール２０をスラグ蓋３０で塞ぐと共に、被処理物
３，４を溶融炉１内に装入し溶融処理を行う。通常の処理時間でスラグ６の湯面レベルが
所定の湯面レベルに至ると、スラグタップを行い、この作業を適宜の回数繰り返す。そし
て、再びゴタ層７が成長したらゴタ層掻き出し工程によりゴタ層７を除去する。ただし、
ゴタ層の掻き出しを行った後、スラグ６の湯面レベルが通常操業の場合における所定の湯
面レベルに至るまでには時間がかかる場合には、通常の溶融処理時間が経過したらスラグ
６の湯面レベルが通常の湯面レベルよりも低い位置であっても一旦湯面レベル調整のため
のスラグタップを行い、次の被処理物３，４を装入して操業を継続してもよい。
【００３５】
　以上のように、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は詳述した特定
の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲
内において、種々の変形・変更が可能であることはいうまでもない。
【符号の説明】
【００３６】
　１　　　溶融炉
　３　　　被処理物
　４　　　被処理物
　５　　　マット
　６　　　スラグ
　７　　　ゴタ層
　９　　　未溶融物
１０　　　耐熱性レンガ
１１　　　原料投入口
１２　　　アスベスト投入口
１３　　　湯溜まり部
１５　　　バーナ
１６　　　焔
２０　　　スラグホール
２１　　　スラグ樋
３０　　　スラグ蓋
３１　　　本体
３３　　　ガイドバー
３４　　　保持体
３５　　　スラグタップ孔
３６　　　湯止め粘土
３７　　　ガイド
３９　　　羽口粘土
４０　　　ハンドクレーン
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